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市役所周辺地域整備計画課題整理調査

１．業務の目的 

本調査は、平成 25 年度に実施した「市役所周辺地域整備計画実現化調査」（以下、「実

現化調査」とする。）において位置づけられた「にぎわい交流ひろば」について、今後整

備を実現していく上での課題及びその解決に向けた対応方針を整理するとともに、その

整備手法について検討することを目的とします。 

にぎわい交流ひろば配置イメージ図 
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２．実現化にあたっての課題の整理 

「にぎわい交流ひろば」の整備を実現していく上での課題を以下の視点から整理します。 

２－１ 法規制に関する課題 

（１）各ゾーン形成に向けた課題 

市役所周辺地域は、市街化調整区域であるため、知事の許可を受ければ可能なも

のもありますが、現状のままでは開発行為や建築行為は禁止され、建築等は自由に

行うことができません。 

各ゾーンにおいて、開発行為や建築行為が伴わない範囲で整備を行っていくのか、

愛知県知事の許可基準の範囲内で整備を行っていくのか、または、整備に自由度が

ある市街化区域に編入し整備を行っていくのか等、整備手法について、十分に検討

する必要があります。 

（２）農用地区域への対応 

「にぎわい交流ひろば」は、全域が農業振興地域になっており、下図に示すよう

に、農用地区域に定められた農地（以下「農振農用地」とする。）がみられます。 

農振農用地は、農地としての土地利用を保全すべき優良なまとまりのある農地で

あることから、土地利用を検討する場合には、農林部局と協議・調整を図る必要が

あります。 

にぎわい交流ひろば内の農振農用地図
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２－２ 交通体系に関する課題 

（１）駐車場ゾーンの整備及びくるりんばすターミナルの検討に関する課題 

現在、市役所・図書館等施設ごとに設置している駐車場を集約化し、フリンジパ

ーキングを導入するにあたっては、各施設の将来需要を見越した駐車台数の設定が

必要です。

また、各施設までの移動距離が長くなることが懸念されることから、フリンジパ

ーキングから各施設まで誰もが安全に移動できる手段について検討する必要があり

ます。

さらに、市役所ゾーンにおいて、将来的には新庁舎の建設を視野に入れているこ

とから、新庁舎の規模等の検討状況を踏まえたうえで、効果的な整備時期を検討す

ることも必要です。

一方、くるりんばすターミナルについては、ターミナルのあり方や必要規模、公

共交通網の見直し等について、一体的に検討する必要があります。

（２）歩行者・自転車ネットワーク及び散歩道の整備に関する課題 

歩行者・自転車ネットワークの整備にあたっては、既に整備が行われている岩崎

川堤防道路等との周遊性を高めるために、歩行者・自転車が快適に通行できる空間

の確保方策についての検討が必要です。

なお、これら歩行者・自転車ネットワークについては、「にぎわい交流ひろば」内

だけでなく周辺部にひろがっており、周辺部も含めると相当の延長になることから、

整備には相当の時間を要することが考えられます。

また、既存道路を利用せず新たに散歩道を確保する場合には、既存道路との周遊

性の確保が必要です。

（３）にぎわい交流軸の整備に関する課題 

①にぎわい交流軸（東西軸）の整備に関する課題 

にぎわい交流軸（東西軸）の整備にあたっては、新たな用地取得が必要にな

るとともに、周辺地区への影響の検証や周辺施設利用者との調整が必要です。

トランジットモールの検討にあたっては、一般車両の通行規制や安全対策等

について、道路管理者、警察との協議が必要になるとともに、にぎわい交流ひ

ろば全体での土地利用誘導や各施設整備のあり方と合わせて検討する必要があ

ります。

②にぎわい交流軸（南北軸）の整備に関する課題 

にぎわい交流軸（南北軸）については、「にぎわい交流ひろば」内及び周辺部

を含めた自動車交通への影響を含め、市道栄本郷線のコミュニティ道路化の可

能性を検討していくことが必要です。
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２－３ 総合計画等各種計画との整合に関する課題 

第５次日進市総合計画の中で、重点プロジェクトの１つとして「にぎわいのある中心

核形成プロジェクト」が位置づけられており、また総合計画以外の計画でも土地利用や

施設整備に関する位置づけ等がなされている計画もみられます。これらの計画間では、

歩いて楽しめる空間とすることや、緑あふれる空間とすることといった、概ねの方向性

は一致しているものの、具体的な施設配置や土地利用は整合性が図られていないことか

ら、今後、各種計画の策定・改訂にあわせ、計画間の整合性を図りつつ、「にぎわい交

流ひろば」の整備の方向性を明らかにしていくことが必要です。

２－４ 新庁舎建設に関する課題 

現在の市庁舎の老朽化に伴い、将来的には新庁舎の建設が必要となりますが、市役所

周辺地域が市街化調整区域であることから、多くの規制がかかるため、新庁舎建設に向

けては十分な検討が必要です。

また、新庁舎を建設する際には、既存公共施設機能の集約化も視野に入れているため、

十分に施設整備のあり方や方向性等を検討していく必要があります。
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３．課題に対する対応策の検討 

３－１ 対応策の選定 

「にぎわい交流ひろば」を実現するためには、前述のとおり、多くの課題について検

討する必要があります。 

さらに、具体的な整備方針や整備手法、スケジュール等を含め、全てのゾーンの整備

を進めるには、さらに多くの時間が必要です。 

そのため、以後の課題整理では、にぎわいの場として、各施設間のつながりを持たせ

る仕掛けとなる市役所と、先行して検討を行っている「イベントひろば」、図書館を結

ぶ歩行空間の整備を優先的に取り組む事業と位置づけ、対応策等を検討することとしま

す。 

なお、市役所と「イベントひろば」、図書館を結ぶ歩行空間については、にぎわい交

流軸（東西軸）としてトランジットモールに上る動線整備を検討していますが、前述の

ように、この実現には多くの課題があり、時間を要すことから、市役所、「イベントひ

ろば」、図書館の間を安全に歩行できる空間を優先的に確保し、にぎわい交流軸（東西

軸）が整備された際には、散歩道として活用できる最低限の歩行空間（以後、「にぎわ

い交流軸（歩行空間）」とします。）として、具体的な整備について検討することとしま

す。 
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３－２ 「にぎわい交流軸（歩行空間）」の整備方針 

「にぎわい交流軸（歩行空間）」の整備については、まず、歩行者の利便性を確保す

るため、市役所と「イベントひろば」、図書館を結ぶ歩行空間を確保します。さらに、

将来的に「にぎわい交流軸（東西軸）」を整備した場合、実現化調査にあるように当該

路線の機能は「散歩道」として役割が主体になると考えられることから、整備の基本方

針を整理し、さらに整備水準については、歩行空間の幅員別に３パターン設定し、比較

検討します。 

【整備の基本方針】 

○市役所と図書館を結ぶ最短の歩行空間を確保します。 

○既存ストック活用の視点から、既存道路（市道中島・家布線）との連

続性が確保できる位置に歩行空間を確保します。 

○「イベントひろば」と一体となった歩行空間を確保します。 

○将来的な「にぎわい交流軸（東西軸）」としての機能を代替する路線

であり、過度な投資とならないよう整備コストを抑制するとともに、

将来的には「散歩道」として活用します。 

【整備水準】 

①整備案Ａ 

人がすれ違える最低限の歩道幅員を確保（幅員 2.5ｍ程度） 

②整備案Ｂ 

植栽帯や休憩ができる場所を確保しつつ、人がすれ違える歩道幅員を確保

（幅員４ｍ程度） 

③整備案Ｃ 

ゆとりある植栽帯や多目的に利用できる空間を確保しつつ、ゆとりある歩

行空間を確保（幅員 20ｍ程度） 
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３案を比較すると、多目的に利用できる空間及び、ゆとりある歩行空間を確保できる

といった視点からは、整備案Ｃが望ましいと考えられますが、将来的に、にぎわい交流

軸（東西軸）を整備した場合、同程度の整備水準の歩行空間が２路線整備されることに

なり、非効率な公共投資となる懸念があります。 

一方、整備案Ａの場合は、新たな用地確保の必要がなく早急な整備が可能であるもの

の、最低限必要な歩道幅員にとどまっており、「イベントひろば」をはじめ、市役所周

辺のにぎわい創出に向け、多くの来訪者が通行できるだけの十分な歩行空間の確保が難

しいと考えられます。 

以上より、用地確保等に時間を要さず、歩行者の増加により、「にぎわい交流ひろば」

内のにぎわいが創出できると考えられることから、整備案Ｂを整備水準とします。 
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にぎわい交流軸（歩行空間） イメージ図 

〈凡例〉 

にぎわい交流軸（歩行空間） 

既存の歩道 

歩行者・自転車ネットワーク 

散歩道 
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４．整備手法の検討 

にぎわい交流軸（歩行空間）の整備手法としては、道路または緑道として整備するこ

とが考えられます。ここでは、この２つの整備手法の課題を整理します。 

（１）道路として整備する場合 

沿道敷地の接道条件を満たすためには、建築基準法上、幅員４ｍ以上で整備する

ことが大前提となります。また、道路法上の道路として整備する場合は市道認定が

必要ですが、交通網の形成を前提に、道路形状、勾配、構造物の仕様等、市の認定

基準を満たすことが必要です。 

（２）緑道として整備する場合 

「イベントひろば」と一体となったにぎわい空間づくりが行いやすい一方で、市

役所と図書館を結ぶ最短経路で緑道を整備した場合には、商工会南側の市有地（市・

商工会の倉庫・駐車場として利用している土地）が接道条件を満たさなくなる可能

性が高く、東側の南北市道との接道を確保する、または当該路線を敷地境界に沿っ

てクランク状に切り回すことにより商工敷地と一体敷地として接道を確保する等の

対応策を講じる必要があります。 

なお、当該路線をクランク状に切り回す場合には、市有地に立地する倉庫等が支

障になる可能性があり、所有する部局との協議・調整が必要になります。 

また、最短経路で緑道を整備した場合には、自動車での民地から緑道への乗り入

れは認められず、商工会敷地から市有地への自動車の乗り入れができなくなる可能

性が高いことから、倉庫等へのアクセス方法を検討する必要があります。 


